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消防救急デジタル無線システム更新整備事業委託に係る競争入札実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 佐賀中部広域連合が発注する消防救急デジタル無線システム更新整備事業委

託（以下「本業務」という。）の契約の締結については、透明性、競争性及び公正

性を確保するために、別に定めるもののほかこの要領の定めるところによる。 

（入札方法） 

第２条 本業務に係る受注者の決定は、条件付一般競争入札（以下「一般競争入札」

という。）により決定するものとする。 

（公告及び公表） 

第３条 広域連合長は、本業務に関し地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「令」という。）第１６７条の６及び佐賀中部広域連合財務規則（平成１１年佐

賀中部広域連合規則第１２号）第８３条に定める内容について公告するものとする。 

２ 前項の規定による公告は、佐賀中部広域連合の掲示板に掲示することにより行う。 

３ 第１項の規定による公告に定める内容について、佐賀広域消防局及び構成市町の

ホームページに公表する。 

（一般競争入札参加資格） 

第４条 本業務の入札に参加できる者は、次に掲げる事項について公告に定められた

要件を全て満たす者とする。 

(1) 佐賀市、多久市、小城市、神埼市又は吉野ヶ里町における入札参加資格審査

の結果、令和８年度に電気通信工事の工種に資格があると認められた者である

こと。 

(2) 佐賀県、福岡県又は長崎県内に本社（本店）、支社（支店）又は営業所を有

し、佐賀中部広域連合と緊密な連絡調整が可能であること。 
(3) 国又は地方公共団体から、次に掲げる整備事業を直接請負い、履行完了した

実績を有すること。 
なお、当該実績については、本件に入札する本社（本店）、支社（支店）又は

営業所以外の拠点における実績を含むものとする。 
(ｱ)  無線回線制御装置、基地局無線装置及び車載型無線装置で構成され、２以

上の基地局を有する消防救急デジタル無線システムの新設又は更新の整備事業

であること。 
(ｲ)  (ｱ)の事業を開札の日を基準日として、過去５年間において履行完了した実

績であること。 
(ｳ)  共同企業体（ＪＶ）である場合は、代表企業として直接請負い、履行完了

した実績であること。 
(4) ＩＳＯ／ＩＥＣ  ２７００１（ＩＳＭＳ）認証を取得している者及び一般財団
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法人日本情報経済社会推進協会（ＪＩＰＤＥＣ）又はその指定機関から付与さ

れるプライバシーマークの認定を受けている者であること。 
(5) 同一の案件に係る他の入札参加申請者と次に掲げる一定の資本関係又は人的

関係のある者でないこと。 
(ｱ)  親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号に規定する親会

社をいう。以下同じ。）と子会社（同法第２条第３号に規定する子会社をい

う。以下同じ。）の関係にある者 
(ｲ)  親会社を同じくする子会社同士の関係にある者 
(ｳ)  一方の会社の役員（会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２

条第３項第３号に規定する役員のうち、ａからｅまでに掲げる者をいう。以

下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている者 
ａ 株式会社の取締役。ただし、次の(a)から(d)までに掲げる者を除く。 

(a) 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監

査等委員である取締役 
(b) 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 
(c) 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役  
(d) 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により

業務を執行しないとされている取締役 
ｂ 会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 
ｃ 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合

同会社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の

定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。） 
ｄ 組合の理事 
ｅ その他業務を執行する者であって、ａからｄまでに掲げる者に準ずる者 

(ｴ)  一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）第６７条第１項又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第６４条

第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている者 
(ｵ)  (ｱ)から (ｴ)までに掲げる場合と同視しうる資本関係又は人的関係があると認

められる者 
２ 次に掲げる者は、一般競争入札に参加することができない。 

(1) 令第１６７条の４第２項に規定する者 

(2) 佐賀市、多久市、小城市、神埼市又は吉野ヶ里町からの指名停止措置又は指

名回避措置を、公告の日から開札の日までの間に受けている者 

(3) 一括下請、下請代金支払の遅延等について、関係行政機関からの情報により、

受注者の下請契約関係が不適切であると広域連合長が認める者 

(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者及びこれに準じる者と
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して、本工事から排除要請があり、当該状態が継続しているなど受注者として

不適当であると広域連合長が認める者 

(5) 経営状態が著しく不健全であると広域連合長が認める者 

(6) 安全管理の改善に関し、労働基準監督署の指導があり、これに対する改善義

務を怠るなど受注者として不適当であると広域連合長が認める者 

(7) その他資格審査において不適当であると広域連合長が認める者 

（入札参加申請） 

第５条 入札参加を希望する者は、入札参加申請（以下「申請」という。）を行わな

ければならない。 

（申請） 

第６条 申請は、第３項に定める提出書類等を郵送することにより行わなければなら

ない。この場合において、３(1)から(4) に掲げる提出書類等を郵便法（昭和２２

年法律第１６５号）に規定する書留（一般書留又は簡易書留に限る。）で提出する

こと。なお、直接持参その他の方法による提出は認めない。 

２ 提出書類等の提出期限及び提出先は、公告で定める。 

３ 申請に必要な提出書類等は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 条件付一般競争入札参加申請書（様式） 

(2) 資本的関係・人的関係調査票（様式） 
(3) 契約実績報告書（様式） 
(4) ＩＳＯ／ＩＥＣ  ２７００１（ＩＳＭＳ）認証取得証明書及びプライバシーマ

ークの認定証明書 

４ 入札参加を希望する者は、申請を行うに当たり、次に掲げる事項について留意す

るものとする。 

(1) 条件付一般競争入札参加申請書には、必要事項を記入すること。 

(2) 提出書類は、件名及び会社名を記入した封筒に入れること。 

（入札及び開札） 
第７条 入札を行う日時及び場所は、公告で定める。 

２ 入札書には、入札金額、日付、会社所在地、会社名及び代表者氏名を記入し、

使用印鑑は、佐賀市、多久市、小城市、神埼市又は吉野ヶ里町に届出をした印鑑

を押印すること。入札書の日付は、入札の日を記入すること。 

３ 入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額をも

って落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額に１１０分の１００を乗じて得た金額を入札書に記

入すること。 
 ４ 開札をした場合において落札者となるべき者がないときは、入札を複数回行い、

不調の場合は最低価格を入札した業者と協議を行うことがある。 
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 ５ 入札当日、都合により代理人が出席する場合は、委任状を提出すること。その

際、入札書には代理人の記名及び押印をすること。無き場合は失格とする。 

（仕様書等の交付方法及び期間） 

第８条 入札参加申込者に対する本業務の仕様書等（以下「仕様書等」という。）の

交付方法及び交付期間は、公告で定める。 

（仕様書に対する質問及び回答） 

第９条 仕様書に対する質問及び回答は、次のとおりとする。 

(1) 仕様書に対する質問は、公告に定める質問期限までに公告で定める質問先にお

いてメールで受け付ける。 

(2) 前項の質問に対する回答は、公告で定める回答方法により行うものとする。 

（入札参加資格の確認等） 

第１０条 入札参加申請者のうち入札に参加する資格のない者への連絡は、公告で定

める期限までに電話により行う。 

２ 入札参加申請者のうち入札参加資格のある者への連絡は行わない。 

（入札保証金） 

第１１条 入札保証金は、免除とする。 

（予定価格） 

第１２条 予定価格は、非公表とする。 

（入札の無効） 

第１３条 入札を無効とする事項は、公告に記載する。 

（入札の中止） 

第１４条 次のいずれかに該当するときは、入札を中止する。 

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

に抵触する行為を行ったと認めるとき。 

(2) 入札に参加し、及びこれに関係を有する者が共謀、結託その他の不正行為を行

い、又は行おうとしていると認めるとき。 

(3) 本業務の廃止又は変更の必要があると認めるとき。 

（落札者の決定） 

第１５条 落札者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者と

する。 

２ 落札となるべき同価格の入札を行った者が２者以上あるときは、入札当日にくじ

により落札者を決定する。 

（落札者の決定の取消し） 

第１６条 落札者に決定した時から契約締結の時までの間に、落札者（共同企業体の

場合は、その構成員のいずれかの者）が次に掲げる措置要件に該当するとき、又は

当要件に基づき、佐賀市、多久市、小城市、神埼市又は吉野ヶ里町から指名停止措
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置又は指名回避措置を受けたときは、落札者の決定を取り消すものとする。この場

合において、佐賀中部広域連合は、一切の損害賠償の責を負わない。 

 (1) 贈賄、独占禁止法違反、競争入札妨害又は談合に係る要件 

(2) 暴力団との関係に係る要件 

（契約保証金） 

第１７条  契約保証金は、入札金額に仕様書で定める数量及び期間を乗じて得た

金額の１００分の１０（契約金額が１，０００万円を超える場合は、１，０００

万円までは１００分の１０、１，０００万円を超える部分については１００分の

７）以上の金額とする。ただし、佐賀中部広域連合財務規則第１０３条第２項第１

号から第８号のいずれかに該当する場合は、全部を免除し、又は一部を減額する。 

 （入札結果の公表） 

第１８条 本件名、入札経過、落札業者名について、落札決定の日から佐賀中部広域

連合において、閲覧に供する。 

（その他） 

第１９条 提出書類についての説明会は、実施しない。 

２ 広域連合長は、提出書類について、特に必要があると認めたときは、説明を求め

ることができるものとする。 

３ 提出書類の作成に要する費用は、参加申込者の負担とし、提出後の提出書類は返

却しない。この場合において、広域連合長は、当該提出書類の公表及び無断使用は

行わないものとする。 

４ 入札参加を希望する者及び入札参加申請者は、仕様書等を熟知するとともに、入

札実施要領を遵守しなければならない。 

 

附 則 
（施行期日） 

１ この要領は、令和８年６月１０日から施行する。 
（適用区分） 

２ この要領の規定は、令和８年６月１０日に公告を行う消防救急デジタル無線シス

テム更新整備事業委託の条件付一般競争入札に限り適用する。 
 


